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【手続補正書】
【提出日】平成31年1月7日(2019.1.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の発光素子から成る直列接続体を駆動する発光素子駆動装置の少なくとも一部を構
成する発光素子駆動用半導体集積回路であって、
　パワー素子と、
　複数の１灯短絡検出部と、
　前記パワー素子を制御して電流を前記発光素子の前記直列接続体に供給する制御部と、
を有し、
　前記複数の１灯短絡検出部それぞれは、前記複数の発光素子それぞれに並列接続され、
自身に並列接続されている単一の前記発光素子が短絡していることを検出し、
　前記制御部は、前記複数の１灯短絡検出部の少なくとも一つによって短絡が検出された
場合に、前記発光素子駆動装置から前記直列接続体に供給される電流が増加するように前
記発パワー素子を制御することを特徴とする発光素子駆動用半導体集積回路。
【請求項２】
　少なくとも一つの発光素子を駆動する発光素子駆動装置の少なくとも一部を構成する発
光素子駆動用半導体集積回路であって、
　前記少なくとも一つの発光素子の点灯個数が減少したことによる前記少なくとも一つの
発光素子の輝度減少が生じているか否かを判定する判定部と、
　前記少なくとも一つの発光素子の点灯個数が減少したことによる前記少なくとも一つの
発光素子の輝度減少が生じていると前記判定部によって判定された場合に、通知信号を他
の発光素子駆動用半導体集積回路に送信する送信部と、
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　他の発光素子駆動用半導体集積回路から送信される他の通知信号を受信する受信部と、
　前記発光素子駆動装置のパワー素子を制御する制御部と、を有し、
　前記制御部は、
　前記少なくとも一つの発光素子の点灯個数が減少したことによる前記少なくとも一つの
発光素子の輝度減少が生じていると前記判定部によって判定された場合に、前記発光素子
駆動装置から前記少なくとも一つの発光素子への電流供給を停止するように前記パワー素
子を制御し、
　前記他の通知信号が前記受信部によって受信された場合に、前記発光素子駆動装置から
前記少なくとも一つの発光素子に供給される電流が増加するように前記パワー素子を制御
することを特徴とする発光素子駆動用半導体集積回路。
【請求項３】
　各々に少なくとも一つの発光素子が属する複数の系統に対して系統毎に別々の電流を供
給する発光素子駆動装置の少なくとも一部を構成する発光素子駆動用半導体集積回路であ
って、
　或る１系統の点灯個数が減少したことによる前記或る１系統の輝度減少が生じているか
否かを判定する判定部と、
　前記発光素子駆動装置の複数のパワー素子を制御する制御部と、を有し、
　前記制御部は、
　前記或る１系統の点灯個数が減少したことによる前記或る１系統の輝度減少が生じてい
ると前記判定部によって判定された場合に、前記発光素子駆動装置から前記或る１系統へ
の電流供給を停止するように前記或る１系統に対応する前記パワー素子を制御し、前記発
光素子駆動装置から前記或る１系統以外の系統に供給される電流が増加するように前記或
る１系統以外の系統に対応する少なくとも一つの前記パワー素子を制御することを特徴と
する発光素子駆動用半導体集積回路。
【請求項４】
　前記複数の発光素子のうち一つが短絡していることが前記１灯短絡検出部によって検出
された場合、
　前記少なくとも一つの発光素子の点灯個数が減少したことによる前記少なくとも一つの
発光素子の輝度減少が生じていると前記判定部によって判定された場合、又は、
　前記或る１系統の点灯個数が減少したことによる前記或る１系統の輝度減少が生じてい
ると前記判定部によって判定された場合に、
　点灯していない前記発光素子が存在することを示す異常通知信号を外部に出力する外部
出力部を有する請求項１～３のいずれか一項に記載の発光素子駆動用半導体集積回路。
【請求項５】
　第１抵抗に接続可能に構成される第１端子と、
　前記第１抵抗と異なる第２抵抗に接続可能に構成される第２端子と、
　をさらに備え、
　前記制御部は、ＰＷＭ信号を生成し、前記ＰＷＭ信号のオン期間に前記パワー素子をス
イッチング制御し、
　前記制御部は、前記複数の１灯短絡検出部のいずれによっても短絡が検出されない場合
に、前記ＰＷＭ信号のオンデューティを前記第１抵抗の抵抗値に応じた値とし、前記複数
の１灯短絡検出部の一つによって短絡が検出された場合に、前記オンデューティを前記第
２抵抗の抵抗値に応じた値とする請求項１に記載の発光素子駆動用半導体集積回路。
【請求項６】
　第１抵抗に接続可能に構成される第１端子と、
　前記第１抵抗と異なる第２抵抗に接続可能に構成される第２端子と、
　をさらに備え、
　前記制御部は、前記発光素子駆動装置から前記直列接続体に供給される電流の目標値を
設定し、
　前記制御部は、前記複数の１灯短絡検出部のいずれによっても短絡が検出されない場合
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に、前記目標値を前記第１抵抗の抵抗値に応じた値とし、前記複数の１灯短絡検出部の一
つによって短絡が検出された場合に、前記目標値を前記第２抵抗の抵抗値に応じた値とす
る請求項１に記載の発光素子駆動用半導体集積回路。
【請求項７】
　複数の共通端子をさらに備え、
　前記複数の共通端子はそれぞれ２つの前記１灯短絡検出部に接続され、
　前記複数の共通端子の個数は前記複数の１灯短絡検出部の個数より１つ少ない請求項１
に記載の発光素子駆動用半導体集積回路。
【請求項８】
　請求項１に記載の発光素子駆動用半導体集積回路を備える発光素子駆動装置であって、
　前記パワー素子、前記１灯短絡検出部、及び前記制御部それぞれを前記発光素子駆動用
半導体集積回路の内部又は外部に備えることを特徴とする発光素子駆動装置。
【請求項９】
　請求項２に記載の発光素子駆動用半導体集積回路を備える発光素子駆動装置であって、
　前記パワー素子、前記判定部、前記送信部、前記受信部、及び前記制御部それぞれを前
記発光素子駆動用半導体集積回路の内部又は外部に備えることを特徴とする発光素子駆動
装置。
【請求項１０】
　請求項３に記載の発光素子駆動用半導体集積回路を備える発光素子駆動装置であって、
　前記複数のパワー素子、前記判定部、及び前記制御部それぞれを前記発光素子駆動用半
導体集積回路の内部又は外部に備えることを特徴とする発光素子駆動装置。
【請求項１１】
　前記複数の発光素子のうち一つが短絡していることが前記１灯短絡検出部によって検出
された場合に、
　点灯していない前記発光素子が存在することを示す異常通知信号を外部に出力する外部
出力部を前記発光素子駆動用半導体集積回路の内部又は外部に備える請求項８に記載の発
光素子駆動装置。
【請求項１２】
　前記少なくとも一つの発光素子の点灯個数が減少したことによる前記少なくとも一つの
発光素子の輝度減少が生じていると前記判定部によって判定された場合に、
　点灯していない前記発光素子が存在することを示す異常通知信号を外部に出力する外部
出力部を前記発光素子駆動用半導体集積回路の内部又は外部に備える請求項９に記載の発
光素子駆動装置。
【請求項１３】
　前記或る１系統の点灯個数が減少したことによる前記或る１系統の輝度減少が生じてい
ると前記判定部によって判定された場合に、
　点灯していない前記発光素子が存在することを示す異常通知信号を外部に出力する外部
出力部を前記発光素子駆動用半導体集積回路の内部又は外部に備える請求項１０に記載の
発光素子駆動装置。
【請求項１４】
　複数の発光素子と、
　前記複数の発光素子を駆動する請求項８または請求項１０に記載の発光素子駆動装置と
、を有することを特徴とする発光装置。
【請求項１５】
　複数の発光素子と、
　複数の請求項９に記載の発光素子駆動装置と、を備え、
　前記複数の請求項９に記載の発光素子駆動装置それぞれは前記複数の発光素子の一部を
駆動し、
　前記一部は、前記複数の請求項９に記載の発光素子駆動装置それぞれで異なる部分であ
ることを特徴とする発光装置。
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【請求項１６】
　前記発光素子は、発光ダイオード、または、有機ＥＬ素子であることを特徴とする請求
項１４または請求項１５に記載の発光装置。
【請求項１７】
　車載ランプとして用いられることを特徴とする請求項１４～１６のいずれか一項に記載
の発光装置。
【請求項１８】
　ヘッドライトモジュール、ターンランプモジュール、または、リアランプモジュールと
して車両に装着されることを特徴とする請求項１７に記載の発光装置。
【請求項１９】
　請求項１７または請求項１８に記載の発光装置を有することを特徴とする車両。
【請求項２０】
　前記発光装置は、ヘッドライト、白昼夜走行用光源、テールランプ、ストップランプ、
及び、ターンランプの少なくとも一つとして用いられることを特徴とする請求項１９に記
載の車両。
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